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平成 23年度 第 2回 
「大阪へ行こう！大阪で遊ぼう！アイデアプラン」を募集します。 

 
大阪市、大阪商工会議所、(財)大阪観光コンベンション協会で構成する「大阪集客プラン支

援事業実行委員会」では、大阪の魅力や集客力を高め、周遊を促進する事業の提案を平成 23

年 10月 1日(土)から平成 23年 10月 25日(火)まで広く民間企業・団体から募集します。 

今回は、「大阪市内での周遊性の向上に寄与する事業」、「大阪市観光振興戦略における重点的

な施策強化を目指す 3つのエリアのいずれかの魅力アップにつながる事業」を募集します。 

応募のあった事業提案は、実行委員会の審査会で審査を行い、大きな効果が期待できる事業

提案について認定し、助成金の交付や事業の広報・プロモーションへの協力等の支援を行いま

す。 

 

・募集対象事業 

【テ ー マ】 

・『大阪市内での周遊性の向上に寄与する事業』 

大阪の観光振興を図る上で、国内・海外から来阪される観光客がより快適に長く滞在で 

きる環境を充実させる取組みとして、訪問地周辺での回遊や食事、ショッピング、次の 

訪問地など、わかりやすく自由に選択できることが大切だと考えています。 

例えば、 

・定期観光バス、巡回バス 

・ＩＣＴなどを活用した観光案内機能の充実 

など、周遊性を高め、受入環境の向上に寄与する事業提案を求めます。 

 

・『大阪市観光振興戦略(http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000120600.html)に 

おける重点的な施策強化を目指す３つのエリアのいずれかの魅力アップにつながる事

業』 

（複数エリアも可） 

*中之島公園を中心とした水と光の回廊エリア 

*大阪城・難波宮エリア 

*天王寺動植物公園を核としたエリア 

 

  ※2つのテーマを組み合わせての応募も可能です 

 

【助 成 金】 1件あたり、総事業費の 2分の 1かつ 800万円を上限とする 

 

 

 

同時資料提供 
大阪市政記者クラブ 
大阪府政記者会 
関西レジャー記者クラブ 
 

http://www.city.osaka.lg.jp/yutoritomidori/page/0000120600.html�


・応募方法及び事業に関する問い合わせ先 

募集期間 

平成 23年 10月 1日（土）～10月 25日（火） 

     エントリー締切日／10月 25日（火）17：00必着（持参・送付・メール可） 

     提出書類締切日／10月 28日（金）12：00必着(持参もしくは送付のみ) 

 

応募方法 

 大阪へ行こう！大阪で遊ぼう！アイデアプラン支援事業募集要領をご覧のうえ、書類を下 

記問合せまで提出してください。(締切厳守) 

提出書類は募集要領の詳細をご確認ください。 

募集要領及び提出書類はホームページ(http://www.octb.jp/plan/)よりダウンロードで

きます。 

 

問合せ先  

  〒542-0081 大阪市中央区南船場 4-4-21 りそな船場ビル 5階 

大阪集客プラン支援事業実行委員会事務局((財)大阪観光コンベンション協会内) 

担当： 内海・山内  Tel：06-6282-5917 Fax：06-6282-5915 

mail：plan@octb.jp  HP：http://www.octb.jp/plan/ 

 

添付資料 

・資料１ 公募・審査項目等 
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～大阪へ行こう！大阪で遊ぼう！アイデアプラン支援事業～ 

 

 

平成 23年度 大阪集客プラン支援事業 公募・審査項目等 

 

◎公募・審査項目 以下の項目を考慮し、審査を行います。 

①テーマ性：求められているテーマに即しているか 

②集客性・利便性：事業が大阪の集客(特に 宿泊者増を伴うこと）や観光振興に寄与するものであるか 

③PR・イメージ効果性：大阪を広く知らしめるものか、観光イメージを高めるものか 

④実効性：事業計画は現実的か、計画を実行するための組織体制や同種の実績データなども判断材料と 

なります 

⑤継続・発展性：今後も継続するものか、今後どれだけの発展が見込めるものか 

 

◎ 審査基準 

 

 

 

 

 

 

 

◎審査方法 

事業認定にあたっては、大阪集客プラン支援事業実行委員会の審査会において厳正に審査します。 

 

◎申請から助成金交付までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎.認定事業の支援について 

  広報面や事業の展開面で、大阪市・大阪商工会議所・大阪観光コンベンション協会がバックアップします。 

  ①大阪市・大阪商工会議所・大阪観光コンベンション協会ホームページで認定事業の紹介 

  ②大阪市・大阪観光コンベンション協会プロモーション活動での紹介 

  ③大阪市観光案内所及び大阪市関係施設、大阪商工会議所での紹介 

  ④その他一般で広く紹介、PR 

①テーマ性 25 点  

②集客性・利便性 20 点 

③ＰＲ・イメージ効果性 10 点 

④実行性 25 点 

⑤継続・発展性 20 点 計 100 点 
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